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　「
障
害
者
週
間
」
は
、
国
民
一
人

ひ
と
り
が
障
が
い
者
の
抱
え
る
問
題

に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
障
が
い
者
自
ら
が

社
会
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
意

欲
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
障
が
い
者
、
ま
た
は
そ
の
家
族
の

方
の
声
を
聞
く
こ
と
で
理
解
を
深
め
、

す
べ
て
の
人
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
皆
で

考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
皆

さ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
遣
い
が
、

障
が
い
者
の
方
が
暮
ら
し
や
す
い
ま

ち
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。 

　
市
で
は
、
地
域
生
活
支
援
事
業
な

ど
障
が
い
者
の
方
の
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
関
心
が
あ
る
方
は
、
相
談
窓
口
も

設
け
て
い
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。 

　
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
障
が
い
者
問

題
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
何

が
で
き
る
か
み
ん
な
で
一
緒
に
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

問
合
せ
先 

い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ 

ル
ー
プ 

蕁
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ー
9
8
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　事故・病気などによる頭部外傷、脳血管障がいなどによる脳の損傷の後遺症として、記憶障がい、注意障がい、遂
行機能障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいが生じ、日常生活・社会生活への適応が困難となる方           

高次脳機能障がい 

　自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する
脳機能の障がいで、その症状が通常低年齢において発現し、日常生活や社会生活に制限を受ける状態にある方 

発 達 障 がい 

○障がい者とは… 
　障がい者とは、身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活や社会生活
に相当な制限を受ける方のことを言います。（障害者基本法より） 

　視覚、聴覚または平衡機能、音声
機能・言語機能またはそしゃく機能、
肢体不自由と内部機能（心臓、腎臓、
呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫）
に障がいがある方 

身体障がい 
　知的機能の障がいが発達期（おお
むね18歳まで）にあらわれ、日常生
活に支障があるために、何らかの特
別な援助を必要とする状態にある方  

知的障がい 
　統合失調症、精神作用物質（アル
コールや薬物）による急性中毒また
はその依存症、その他の精神疾患が
ある方   

精神障がい 

◎障がい者の人数（10月1日現在） 

◆身体障害者手帳交付者数 

計　1236人 

肢体不自由 
704人 

内部障がい 
333人 

視覚　82人 聴覚・平衡機能 
　107人 

音声・言語 
・そしゃく機能 
　10人 

◆療育手帳交付者数  

計　257人 

A判定（重度） 
123人 

B判定 
（中度） 
76人 

C判定 
（軽度） 
58人 

2級　88人 

3級 
37人 

1級 
14人 

◆精神障害者保健福祉手帳交付者数 

計　139人 

 

▲障がい者のための国際シンボルマーク 
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　身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、免
疫機能など）の障がいをお持ちの方は、外見から分かり
にくい障がいのため誤解を受けやすい場合があります。 
　「優先席に座りたい」、「近くで携帯電話を使うのを控え
てほしい」と思っている方もいます。そのような時は席
を譲ったり、携帯電話の電源を切るなど適切な対応をし
ましょう。 

※ハートプラスマーク（右図）…内部障がいがあることを表しています。身体内
部を意味する「ハート」に思いやりのこころを「プラス」して作られています。 

　視覚障がいのある方が困っている場合は、まずは声をかけましょう。 
　誘導を頼まれた時は、どのように誘導してほしいかまず尋ねてから（一般的に
は腕をつかんでもらい、介助者が半歩先を歩く）誘導しましょう。 
　説明は具体的にしましょう。例えばものの位置を示すときには、方
向を時計の文字盤に見立て、「○○時の方向にあります」などと説明す
る方法もあります。 

　まちの中には車イスを使用している方が移動しにく
い箇所が多くあります。手伝いを求められたら、安全
に気をつけて対応しましょう。 

※車イスの使い方（介助タイプ） 
①ブレーキ：停車しているときに走り出さないよう

に、ロックしておく。 

②ハンドグリップ：ここをもって車イスをおす。 

③ステッピングレバー：介助をするとき、ここを踏ん

で前輪（キャスター）を持ち上げる。　 

④後輪：自走タイプの車イスには、ここに、手をかけて車輪をまわすためのハン

ドリムがついている。　 

⑤キャスター：衝撃に弱いので、介助をする時は注意。 

　人とのコミュニケーションが苦手な方が多いです。同じことを何度も尋ねたり、
自分の言いたいことをうまく伝えられなかったりする方もいます。電車の乗り場
や道順などを尋ねられた場合も、一度に説明せず、ゆっくりていねいに説明しま
しょう。 

まちで障がいをお持ちの方に出会ったら 
　私たちのまちでは、さまざまな障がいのある方が暮らしています。ここでは代表的な介助や援助の方法を紹

介しますので、心の片隅に留めておいて、困っている方に出会ったときの参考にしてみてください。 

（資料：内閣府ＨＰ） 

精神障がい者・ 
知的障がい者 

聴覚障がい者 

肢体不自由者 

内部障がい者 

視覚障がい者 

　聴覚障がいのある方とのコミュニケーション方
法には、手話・口話・身振り手振り・筆談など、
さまざまなものがあります。協力を頼まれたら、
まずはジェスチャーや筆談で、どうしてほしいの
かを聞いてみましょう。 

※筆談のポイント！ 
①文章はできるだけ短く
区切って書く 

②必要なときは絵や図を
使う 

② 

① 

④ 

⑤ ⑤ 

③ ③ 
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